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Ｔ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社（社長：喜田 哲弘）は平成２６年１２月１日

より、主力商品の定期保険（※Ｌタイプ・Ｒタイプ）において、ご契約期間中の保障内容の

見直しニーズにより柔軟にお応えできるよう、簡便なお手続きで保険商品を変換可能な

『Ｌ⇔Ｒスイッチ（契約変換に関する特約）』の取扱を開始いたしました。 

（※）Ｌタイプ：保険期間が長期の歳満期定期保険 

Ｒタイプ：保険期間が短期の年満期定期保険（更新型） 

これらの商品のご契約期間は長期にわたるため、ご契約期間中に、売上や借入金など、企

業の経営状況等が変化していくことが多くあります。この結果、企業存続のために必要な保

障額や、将来に向けた資金ニーズが変化するなど、さまざまなケースで保障内容の見直しニ

ーズが生じます。こうしたニーズに柔軟にお応えできる新たな制度として、『Ｌ⇔Ｒスイッチ』

を開発いたしました。 

例えば保障重視のＲタイプにご加入のご契約者さまが、簡便なお手続きで、資産形成ニー

ズにも対応可能なＬタイプに変換できる等、ご契約者さまの利便性が高まります。 

『Ｌ⇔Ｒスイッチ』は、当社の主要なお客さまである中小企業の経営者さまをはじめ、様々

なお客さまのニーズ変化に応じてご活用いただけます。 

 

Ｌ⇔Ｒスイッチの主な特長 

①無告知または所定の告知で変換できます 

 簡便なお手続きで保障内容を見直せます 

②変換前のご契約の保障額を減らすことなく変換できます 

 必要保障額を維持したまま保障を継続いただけます 

③給付特約は無告知で変換後契約に付加できます 

 変換前契約に付加した給付特約は、変換後契約で取扱う同種特約に無告知で変換できます 

※詳細は次ページをご覧ください。 

 【お問合せ先】 

広報課  TEL.03-3434-9190 

中小企業の経営状況等の変化に応じて 

保障内容を自在に見直しできる『Ｌ⇔Ｒスイッチ』の取扱開始 



（１）取扱名称 

   Ｌ⇔Ｒスイッチ（商品名：契約変換に関する特約） 

（２）取扱開始日 

   平成２６年１２月１日（月） 

（３）しくみ図 

Ｒ→Ｌ Ｌ→Ｒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 入院・手術歴等の告知をいただくことで、Ｌタイプと同じ保険金額でＲタイプに変換できます。 

（４）取扱内容 

 Ｒ→Ｌ Ｌ→Ｒ 

変換前 

・定期保険 

・５年ごと利差配当付定期保険 

・無配当定期保険 

・無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)

・定期保険 

・５年ごと利差配当付定期保険 

・無配当歳満期定期保険 

対 象 

商 品 

（※１） 

変換後 ・無配当歳満期定期保険 ・無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)

変換時年齢 

（※２） 
・１７～８０歳 ・１７～７５歳 

変換後契約の 

保険期間 

（※３） 

・６０～９０歳の各歳、９５歳、１００歳 ・５年、１０年 

健康状態に 

関する告知 
・不要 ・必要（※４） 

変換後契約の 

保険金額 
・変換前契約の保険金額以下 

給付特約の取扱 

・変換前契約に付加した給付特約は、変換後契約で取扱う同種特約に無告知で変換可能

※変換前の保障額以下とし、増額、新規取扱は不可 
※生活習慣病特約など、現在新規付加を取扱っていない特約は変換時に解約 

※１ 契約条件を付加した契約など、所定の契約はお取扱できません。 

※２ 保険期間により異なります。 

※３ 変換時年齢により異なります。 

※４ 保険金額が「Ｌタイプの保険金額－変換時の解約払戻金額」以下の場合、告知は不要です。 

   この金額を超える場合は入院・手術歴等の告知をいただきますが、告知事項に該当した場合でも、 

Ｒタイプの保険金額を告知が不要な金額にすることでＲタイプへの変換をお取扱します。 

 

取扱の詳細につきましては、設計書［契約概要］、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款を   

必ずご確認ください。 

以 上 

エルアール 

無告知

解約払戻⾦

契約⽇変換基準⽇

変換
死亡･⾼度障がい保険⾦
（変換前と同額以内）

契約⽇

Ｒタイプ Ｌタイプ

死亡･⾼度
障がい保険⾦

（例） 告知（※）

解約払戻⾦

契約⽇ 変換基準⽇

死亡･⾼度
障がい保険⾦

(変換前と同額以内)
変換

死亡･⾼度障がい
保険⾦

契約⽇

Ｌタイプ Ｒタイプ（例）

契約者にお⽀払（解約払戻⾦）


